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１ 趣 旨

エネルギー価格等の物価高騰の影響により厳しい経営状況にある市内の中小企業等が、

経営の継続と成長に向けて行う販路の開拓、生産性の向上、新たな商品又は役務の展開

などの前向きな取り組みを支援します。

２ 支援対象者

支援対象者は、次の要件をすべて満たす事業者とします。

⑴ 市内に主たる事業所を有する事業者（大企業を除く）

⑵ エネルギー価格等の物価高騰の影響により、申請日以前の直近の決算期における

売上高営業利益率が、その直前の決算期と比較して減少している事業者

・ 計算式：売上高営業利益率 ＝（売上高 － 売上原価 － 販管費）／ 売上高

※ 直近の法人税の確定申告が未完了の場合、2期前と3期前の比較も可能。

※ 個人事業主の場合は直近の確定申告に係る年と前年を比較。

※ 開業等から間がなく、決算による比較が困難な場合は、物価高騰の影響を受ける

前の連続する3箇月間と影響を受けた後の連続する3箇月間の売上高営業利益

率により判定します。

⑶ 国、宮城県等から支援金と同様の趣旨の金銭の供与を受けていない事業者

⑷ 破産・民事再生・会社更生の手続き中ではない事業者

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出が

必要な事業を行っていない事業者

⑹ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていない事業者

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員

等に該当しない事業者

⑻ 市税等を滞納していない事業者

⑼ （農業の場合のみ）農業協同組合法第７２条の４に規定する農事組合法人及び個人

で農業を営む事業者のうち、その農業収入が系統出荷のみでない事業者
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３ 支援金の対象経費

対象経費：販路の開拓、生産性の向上、新たな商品又は役務の展開

を図る取り組みに要した経費

※詳細はＱ＆Ａをご覧ください

対象期間：令和８年１０月３０日までに完了した経費

※支援金の交付決定通知以後に着手したものに限ります

支援金額：対象経費×3分の2以内 (上限 １０0万円 下限 １０万円)

※支援金額が１０万円未満の場合はゼロとなります

対象経費の例：現在の事業活動で既に行っている取り組みではなく、

新たに行うものが支援事業の対象となります
カテゴリー 具体的な経費例 対象外となる例

①広報費
・新たなウェブサイトの作成や全面リニューアル
・初めて行うチラシ、DM、カタログの作成と発送
・新たに掲載する求人広告費や採用HP作成

・既存のウェブサイトの軽微な修正
・継続して使用している名刺や事務用消耗品の作成

②展示会等出展費
・新たな販路開拓のための展示会・商談会への出展
・新たな販売方式として初めて催事（イベント等）に出展す
る費用

・毎年定期的に参加している商談会や展示会への出展費
・単独で行う通常の出張販売（場所代等）

③開発費
・新商品や新たな包装パッケージの試作・開発
・テイクアウトを新たに始めるための専用メニュー開発費

・既に販売している商品の追加生産や仕入れ経費
事業完了時に使い切っていない原材料

④機械装置等費

・新商品生産のために必要なオーブンや冷凍冷蔵庫の購
入
・新たな事業として移動販売を行うための車両（キッチン
カー等）

・単なる機械装置等の取替えによる購入（古くなった同機
能の機械を買い替えるだけ）
・パソコンなど補助事業以外にも使える汎用品

⑤外注費
・販路開拓や生産性向上を目的とした店舗の改装・バリア
フリー化工事
・製造ライン増強に伴う新たな配管・電気工事

・単なる修繕、目的と結びつかない店舗の解体や住宅部
分の改修
・店舗改装等における自社施工の材料費
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４ 申請書・実績報告書提出期限

５ 申請書・実績報告書の手続き

栗原市 申請者

申請期間

令和８年２月２７日～令和８年５月２９日まで

◆申請書受付期間◆

◆実績報告書提出期限◆

区分 提出期限

① 完了した日から起算して３０日を経過する日

② 令和８年１０月３０日

下記のいずれか早い日までに提出してください

①支援金交付申請書
③実績報告書
⑤支援金請求書

②支援金交付決定通知
④支援金交付額額確定通知
⑥支援金の振込

【申請から支援金交付までの流れ】

期限までに必要書類を添えて、商工観光部産業戦略課に提出してください。
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◆提出書類一覧表

【注意事項】

○収支予算書及び収支変更予算書には、必ず見積書を添付してください。

１件50万円(税抜)を超える場合は、２社以上から見積を徴収し、安価な業者に発注することになります。

なお、事業内容の性質上、１社からの見積で当該事業者と契約する場合は理由書をご提出いただきます。

○事業計画書に変更等が生じた場合は、別途手続きが必要となります。

なお、支援金額に変更がなく、軽微な変更の場合などは手続き不要です。

ご不明な点はお問い合わせください。

○実績報告書には、事業内容が確認できる証拠書類が必要となります。

メーカー、型番、領収書(契約書)、事業取組の経過などが確認できる写真等を必ず提出してください。

【事業計画に変更が生じた場合でも手続きが不要なケース】

①支援金の交付額に変更がなく、事業間で２０％以内の経費を増減する場合

例：機器Ａが減額となり、機器Ｂが増額になる場合など

②事業計画の細部の変更の場合

例：メーカーや型番、仕様書の一部に変更が生じた場合など
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様式名 添付書類

中小企業等経営継続・成長支援金交
付申請書（様式第１号）

○事業計画書(様式第２号)
○収支予算書（様式第３号）
　※見積書等の添付が必要です。
○売上高営業利益率が減少していることの報告書（様式第４号）
　及びその根拠資料
　※法人の場合　「確定申告書別表一」、「法人事業概況説明書」、
　　「損益計算書」、ｅ－Ｔａｘで申告の場合は「受信通知」
　※個人の場合　「確定申告書第一表」、「専従者に関する確認書類」、
　　「所得税青色申告決算書」、白色申告の場合「売上台帳」、「帳面」、

　　「確定申告の基礎となる書類」、ｅ－Ｔａｘで申告の場合は「受信通知」等

○支援対象経費の見積書の写し
○誓約書兼同意書(様式第５号)
○市内に事業所があることが確認できる書類
　※法人の場合　定款の写し又は登記簿謄本

　※個人の場合　住民票抄本

○市税等に未納がないことを証する書類
　※納税証明書

中小企業等経営継続・成長支援金
（変更・中止・廃止)承認申請書
（様式第８号）

○事業変更計画書(様式第９号)
○収支変更予算書(様式第１０号）
　※見積書等の添付が必要です。

中小企業等経営継続・成長支援金実
績報告書(様式第１２号)

○事業実績書（様式第１３号）
○収支精算書(様式第１４号)
○取得財産等管理台帳(様式第１５号)の写し
   ※単価５０万円以上の財産等の購入の場合に該当します

○契約書・納品書・請求書・領収書等の写し
○支援対象事業の実施を証する写真
○市長が必要と認める書類
　※支援対象事業の実施を確認できる成果物

中小企業等経営継続・成長支援金請
求書(様式第１８号)

○振込先が確認できる書類
　※通帳等の写し



6 その他

1 交付決定前に着手した場合は支援金の対象となりませんので注意してください。

2 交付決定通知後の変更承認申請書における増額は行いません。

３ 取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。

単価５０万円（税抜き）以上の機械装置等の購入や店舗改装による不動産の効用

増加等は、「処分制限財産」に該当し、支援金事業が完了し、支援金の支払を受けた

後であっても、一定の期間において処分（目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄

等）が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず市長へ承認を申請し、承認

を受けた後でなければ処分できません。市長は、財産処分を承認した支援金事業

者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付し

た支援金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を

得ずに処分を行うと、支援金交付取消・返還命令の対象となります。

４ 支援金事業関係書類は事業終了後５年間保存しなければなりません。

５ 実績報告に事業内容が確認できる資料が必要となりますので、詳細が確認

できるよう記録（写真撮影）をお願いします。

6 事業内容の審査のため現地確認する場合があります。

7 支援金は後払い（精算払い）です。

実績報告書を審査後、速やかに指定口座に振り込みます。

8 申請様式等は市ウエブサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。

9 ご不明な点は、「よくある質問」を参照ください。

7 問い合わせ

栗原市商工観光部産業戦略課

〒987-2293

宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号

ＴＥＬ：0228-22-1220 ＦＡＸ：0228-22-0315

Ｅ-ｍａｉｌ：kigyou@kuriharacity.jp
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◆対象経費について

ＮＯ 質 問 回 答

1
支援金交付決定通知前に着手した場合は支援金
の対象となりますか。

交付決定通知日以前に着手した経費は対象外と
なりますのでご注意ください。

2

他の支援金等も活用して事業を行う予定ですが、
支援金はどのようになりますか。

対象経費から他の支援金等を控除した額が対象
経費となります。
なお、当該支援金と同様の趣旨の支援金等を受け
る場合は対象外となりますのでご注意ください。

3

交付決定後、事業費が変更となりました。変更手
続きは必要ですか。

交付決定後、事業費が変更となった場合は次のと
おりとなります。
◆増額となった場合

支援金の増額はできませんが、変更申請書の提
出が必要です。

◆減額となった場合
支援金の変更申請書の提出が必要です。
事業を中止した場合も同様です。

4

令和８年１０月３０日までに支払いが完了しない場
合はどのようになりますか。

期限までに支払いが完了しない場合は、支援金の
交付が取り消しとなりますのでご注意ください。
そのため、早期に支援金申請を行っていただき、
計画的に事業を進めてください。

8 よくある質問

ＮＯ 質 問 回 答

１
市内に店舗は有していますが、事業主は市外に住
んでいます。申請は可能ですか。

市内に店舗や事業所等があることが要件のため
支援金の申請は可能です。

２
利益率の減少要件はどのように計算すればよい
ですか。

申請日以前の直近決算期の「売上高営業利益率」
を、その直前の決算期（前期）と比較します

３
個人事業主の場合は利益率の減少要件はどのよ
うに計算すればよいですか。

令和7年分（直近の確定申告に係る年）と令和6年
分（前年）を比較します。

４

開業から間もない場合は、対象外ですか。 申請日時点で6箇月以上の操業実績が必要です。
決算による比較が困難な場合は、特例として、物
価高騰の影響を受ける前の連続する3箇月間
（例：操業当初の3箇月間）と影響を受けた後の連
続する3箇月間（例：直近の3箇月間）の売上高営
業利益率により判定します。

５

「１件50万円(税抜)を超える場合は、2社以上の
見積を徴収すること」となっていますが、「1件」と
はどのようなことか具体的に説明してください。

見積書1枚ごとの金額において判断します。
特段の理由がある場合は見積書を複数枚に分割
することは可能です。

６

既に当該支援金の交付決定を受けていますが、上
限額に達していないため、新たなに事業を計画し
交付申請することはできますか。

申請は１事業所１回に限ります。
申請段階で十分に計画を練って申請してください。

７
申請書類の提出期限はいつですか。 令和8年2月27日から令和8年5月29日までで

す。期限内に必要書類を添えて提出してください。

◆申請手続きについて
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ＮＯ 質 問 回 答

5
販路の開拓を図る事業とは具体的にどのような
事業ですか。

新商品の開発、宣伝方法の転換、ネット販売、商談
会などへ参加するなど新たな事業を展開し、これ
までにない客層の取り込みを想定しています。

６

生産性の向上を図る事業とは具体的にどのよう
な事業ですか。

設備等を新たに導入したことにより、導入前と比
較し製品等の製造数量が向上することや業務管
理をシステム化することで生産量を増やすなど、
最小の経費で最大の効果が発揮することが求め
られます。

７

新たな商品又は役務の展開を図る事業とは具体
的にどのような事業ですか。

これまで取り扱っていなかった商品の製造や新し
いサービスを開始するための事業が想定されます。

例１：テイクアウト事業を新たに開始する。
例２：実店舗のみだったが、新たにECサイトを

開設して販売を始める。

８

広報費とはどのような経費ですか。 新たなウェブサイト作成や更新費、新たなチラシ・
ＤＭ・カタログ作成ための外注や発送費、新たな試
供品・販促品の作成費、新たな看板の作成・設置
費等が想定されます。

９

展示会等出展費とはどのような経費ですか。 出展・参加料等、交通費、出展品等の送料などが
想定され、必要最小限といたします。
なお、人件費、宿泊費、食糧費、キャンセル料、レン
タカー代、ガソリン代、タクシー等の費用などは対
象外です。
※交通費は公共交通機関を用いた最も経済的・合
理的な経路により算出された実費とします。

１０

開発費とはどのような経費ですか。 新商品の試作・開発に係る原材料の購入費、機械
装置のリース料、新たな包装パッケージの試作・開
発に係るデザインの外注費、業務システム開発の
ための外注費、新たにテイクアウトを実施する飲
食店がテイクアウト専用の商品を開発するために
要する経費などが想定されます。
※原材料の購入数量は必要最小限とし、事業完了
時には使い切ることが前提となります。

１１

機械装置等費とはどのような経費ですか。 新商品等の生産販売拡大に必要なオーブン・冷凍
冷蔵庫等の購入費、新たなサービス提供のための
製造・試作機械等の購入費、販路開拓等のための
キャッシュレス決済端末の導入費、新たな事業と
して移動販売や宅配を行う場合の車両（キッチン
カー等）の購入費等が想定されます。
※車両の購入の場合、専用の設備を備えるなど構
造上使用目的が当該事業のみに限定されること
が条件となります。

１２

外注費とはどのような経費ですか。 広報費、展示会等出展費、開発費、機械装置等費
に該当しない経費で自ら実行することが困難な業
務に要する経費が想定されます。

例１：販路開拓や生産性向上等を目的とする店舗
改装、バリアフリー化等工事に要する経費

例２：製造・生産を強化するためのガス、水道工事
等に要する経費

例３：移動販売等を目的とした車両の内装、設備
等整備に要する経費 8



ＮＯ 質 問 回 答

1

実績報告書の提出期限はいつまでとなりますか。 実績報告書は、事業完了後３０日以内もしくは令
和８年１０月３0日までのいずれか早い日までに提
出してください。
なお、事業完了日とは、支払いが完了した日とな
ります。

2

事業の実施状況を証する写真は何をとればよい
ですか

支援金の事業内容が確認できるものを提出してく
ださい。
機器購入であれば、メーカー、型式、数量、設置
前・中・後が確認できるものが必要です。
不明な点はご相談ください。

3
実績報告書提出後の現地確認は行われますか。 提出いただいた写真などで確認しますが、場合に

よっては現地確認を行います。

4
支援金はどの程度で振り込みされますか。 請求書受領後、概ね2週間程度で指定口座に振り

込みします。

ＮＯ 質 問 回 答

１３
商品紹介に要するＰＲ経費は対象になりますか。 一定の効果が見込める経費であれば対象となり

ますが、定期的に配布しているチラシなどとは異
なる付加価値が必要となります。

１４

販路開拓のためホームページを開設したいと考え
ていますが、支援金の対象となりますか。

新たなホームページの開設経費は対象となります。
また、既に開設しているホームページの更新も対
象となり得ますが、販路開拓につながる内容であ
ることが求められます。

1５

新たな客層を呼び込むため店内の改装を予定し
ていますが改装費用は対象になりますか。

店舗改装だけでは新たな客層を呼び込む直接的
な要因につながるものとして考えにくいため、現
状の課題や改装に伴う効果、それによりどのよう
な価値が出るのかなど十分に精査する必要があ
ります。

1６

新商品の開発に伴いラインを増設する必要があり、
工場の増築を計画しています。工事費は対象とな
りますか。

直接、販路開拓につながる増築であれば、対象と
なります。
当該工事にあわせ、設備の増強等を図る工事につ
いては対象外となります。

1７
新たな客層を呼び込むため店舗改装を考えてい
ますが、経費節減のため自社で工事を施工しても
対象経費となりますか。

自社での工事費は対象外となります。
ただし、原材料を自ら購入し工事をする場合、原
材料費の購入は対象経費となります。

1８

インターネットで機材購入を考えています。支援金
の対象になりますか。

インターネットで購入することは可能ですが、ポイ
ント支払やポイントが付与された場合、また、送料
や消費税は対象外となりますので注意してくださ
い。

19
出退勤管理システムを導入することで製造に携わ
る時間を確保したいと考えていますが、導入経費
は対象となりますか。

既に導入済のシステム更新であれば対象外となり
ますが、新たにシステムを導入するのであれば対
象となります。

20

タブレット式のオーダー方式に変更し、注文から調
理までの時間を短縮し、さらには注文の傾向を分
析できるよう注文システムの導入を計画していま
すが、導入経費は対象となりますか。

タブレット端末など当該計画専用の機器導入であ
れば対象となります。
なお、汎用性のある機器は対象外となります。
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◆対象外経費について

ＮＯ 対象外経費

1
使途が明確に確認できない経費

2 自社内部の取引による経費

3
転売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に要する経費

4 オークションによる購入（インターネットオークションを含む）

5 電話代、インターネット利用料などの通信費

6
光熱水費、ガソリン代、家賃、駐車場代、レンタル料、敷金、仲介手数料、機器リース料(目的以外の
リース料)、宿泊費

7 名刺や一般的な消耗品及び食糧費(ケータリング含む)、参考図書の購読料

8 汎用性のある機器の購入(パソコン、デジカメ、タブレット、プリンター、ソフトウェアなど)

9 不動産の購入、取得、修理費、車検費用、単なる機器更新による購入費

10 目的と結びつかない工事費(店舗の増改築・解体、設備の廃棄、店舗兼住宅の住宅部の増改築など)

11 団体等への加入金、負担金、会費

12
金融機関への振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、目的達成に直接結びつか
ない送料、キャンセル料等

13 租税公課（消費税、地方消費税は支援金の対象外）

14 各種保証料、保険料

15 借入金などの支払利息、遅延損害金、返済金

16 免許、特許等の取得や登録料

17 講習会、勉強会、セミナー等への参加に要する経費

18 役員報酬、人件費

19 商品券、金券などの購入

20
クーポン、ポイント、金券、商品券等での支払い、相殺による決済

21 その他、支援金の目的と合致しない経費
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９ 申請書等の記載例
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13



14



15



16

記名の場合は押印が必要
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18



19

上段に交付決定時の内容
下段に実績を記入
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21



その他ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

22

期間に余裕をもって
事業に取り組みましょう


